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|
1民4:活の

■rL
■)■宅の確I l

被災者生活

'址

支援
金

H20  ■23
災害により住宅に大きな被■を受けた1●帯に対して 41活文iOを 支給し
r■活の再態を支援する

2
災告ω tl住宅ll資和
子ll綺■業

■20-112'

新十舅L像を最纂]:[を:含サl耀[有還l襟:景1をな機1卜被提釜3
における住宅仁興の促進を図る。
対象融資の上限 ま 建築又は購入 800α 千 J 修0 5900千 円 和!子柿

給猥 ま利子の1/2で 稿給上限を利率105%と する.利 子柿給

'爛

い,は51=間と

,‐る

=
被災者住宅再建文,
事業

‖20-H23

世災住宅再延のための「晴 会を 定例的に引1催しイト宅の早,口,■ による●活
の安定をはる
|:宅,延 相談会の「H樅 (建築|■等の1'Fi家をア ドバイザーとして,I催) 市

内 10■ 区で開催

4
大規模災割 i営

`L宅一時■,1,減免事業
H20

地震によりlI家が破災し居●が困難な掟災者に対し 緊急近難措置として

市営lL宅に lf人iす ることによ, 生活の安定を図る.

杖災者復興住宅整 ll

事業
821-122

地震によリイ::宅が,災 した高け  低rrT●ィなど白力●I建が困難な方に対
し 公営住宅を1贅備し 生活再建の促進を図る

6
被災宅地 (掟壁)等
復 日支候事業

120-121

被災した宅地のり面や肇璧等の復ロエ■を行 う宅ll・の所有者で t■ が半壊

以上の被官を受けた方 または被災■地危険度判定において 「IIせJま たは
「危険Jの 半I定を受けた方を対象に t地 の■期復 日を図る.

補助率1/2 L限 補助勧 000千円

7
宅地背後地災言,日
事業

120-121
破災した急傾斜ll等で 人家に狡害を及ぼす恐れがあるため 危険度A B

11定を受けた価所の所有イを対螢に 応急対策を図る

8
栞原市木造住宅耐震
診断助成事業

l120-H23 耐震診断の実施に対する補

“

9
ズ原市木造住宅ll震
改修工事助成事業

120-123 耐●改修の実施に対する補助

10
栗原市家具転倒防止

器具取付事業
H20-H23 家具転倒防止器具取付実施

ll 災富廃案物処理事業 H20-H21
市発行の 「,災証明書J対 象家屋を解体する場合は がれき類等の延理料を

無料とする

12 住宅応急修理制度 120
半壊 大規模半壊と判定された住宅で応な修理により4:活が可能となる場

合 市が業者に51万11を限度として修理チκする

18
水道手数料 力!入金
の九際

l120-H23
震災により 市の水道使

"者

が所有する住宅か り災.I明書で半襲以上と判
定され | 宅ヽの新案 改築に伴い給水装置を折設又は改迄工●を行 う場合
各手数ll 力1入

'を

全額え除する。

14

下水道 農業東落り|
本 静イヒ槽受益者分
担金の減■

‖20-H23
震災により 住宅が半彙以上の被告を受けた方が新築や百建年により新規受
益者となる場合 受益者分打金の全額を免除する。

②鷺信
腱盤

15 道路の整備 120-‖ 22
市道の災害復 日事業 一事業Ⅲ 157
(市遭馬場駒の場線復 日工事 市道荒砥沢線道路災害復旧工事にか

'

16 何

" |・
・染

の整l‐ J20-122

F・I川やlrl梁の災官行 日事業 一事業家 :9
(市道馬場駒の湯線冷沢橋橋梁災営復旧工事 市道す英柳沢諄柳沢橋橋染災

害復 H工事|まか)

17 t‐林実施設年の鷲li ■20-122

林道や濃茉月施設 震地などの災官復旧,X ―市業数 で101

は 適施設災常復 口,業  農業用施設 (掟道 水路 ため||●)災 常復 H●

業ほか)

18 観光施設の■術 121-121
混■施設や観光施設などの災害復旧,■  ―■業夕 :11
(′ヽイ′レザーム栞駒災■復‖|,業  硫湯11i災音● 口11業ほか)

19 LT水 ,r施設の整備 20  (22

水道施設や下水■施設などの災吉● 口

'業

 一 業̈教 :14
(水道施設災害● コli業 

“'水

道施iQ災■複11i業 公共下水道施設災■
復 |口11業 |まか )
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み ヽ業名
夫
問

，
”

“

業内容 (大)

1書ど
この ②劣を術活基盤20 敦市施設の■l‐ 120-‖ 21

■●施渋や社会教育施設 体育施設などの災官復 H事業 一

'来
軟 '20

G伎 施設,省 ,P'茉  J会 教育施設災省篠 日車業ほか)

21 病院施設011備 120
ル比施設などの災■復 口

“

業 一」
'業

数 ,2
(病院施設補倒 1業 診波所施設ll修等ヤ大ほか)

=2
その他公共施設の質
備

i20-H21
|「合や市営住宅などの災告● 口

'米
 ―●業数 :3

0'4等 復i]工Ⅲ 公●Iti災害従 日■業 民■施設ほか)

0恰檻あ県至 28
核災イ健ll・I理 文,
i業

120  121

お桐'TI区 ,l■ :1 看護師などによるメングルヘルス相談や訪門指導を実施
する。また 各種教宝を開l●し 被災者の心″の支援や生活不活病防11のた
め指導を行う.

24
応急板設住宅稚着管
理事業

20  ‖22
応急彼士住宅設置如‖1中の住宅環境 及び住宅本体を除く付=設 I‐の推持せ
理を行う.

26
生活支援相談員設置
,業

‖20 23

被災者の福祉ニーズを把握じ 必要なナービスを調I ■■する.
被災者への各種福4■ 生活関連サービスの■サ用援助や見守 ,な ど地域ネット
ワーク (コミュニティ)の li躁支援 与きこもり防  ̈ 介護予防などl■民文
l・活動.

26
心のクア事業
(保育国児)

120-H23

児童和.・所の児童 心理・lが市内の保育所を前間じ 災害を体験した子どもた
ちの心理状態と子ども′ヽの基本対応を確認 しあうことにより 保市士や保護
イ等が戸惑いなく子どもに関オつれるようになり ,ど ものこころが早期に回
復する.

27
心のケアヽ業
(児童 生徒)

21-H23
子どもの心のケアに関する対策や啓発を家族 学校 地域と菫携し推進
スクールカウンセラーや教育和議員等による専F]和談窓日の開設 相談事業
の拡充

28 教育相談事業 121-H23

子どもの学力低下の不安解消のため 官城教育大学との連携事業 「学●くり
|まら塾Jの 岡設と二者連携による自宅学習の推進 定着
教育相談員等による相談窓口の ll設

29 校災者生活相談事業 ‖20  H23
災官発生後 (H20)よ り各総合支所を窓口として課の業務の範囲を越えた和
談を受理し その相談に対し的確に対応するためワンス トップサービスを実
施する.

80
災■授護資金貸付制
度利子助成事業

貸付該当となった世帯に対しては 3%の 利息を上夭せして返還を求められ
るが '災 を受けた貸付世帯に対 し3%の 利息は魚れであり 返ムには3●●上
栞せ して返還するものの 納入確認後に助成仝として退元するもの.償 還確
認後 上夭せ して償選された3・●ll当のオ1子を助成 し選,:する.

Oy學二iiニ01
被災集会施設復旧

耐震イヒ等促進事業
120-123

栞原市■会施設建設等補助金の卜1度を利用し 市内全域の楽会●設で 複災
した価所の修結を支援を実施し ,せ て耐震化及び′`リアフリー化を推進す
る

32
住民自

"活

動助成=
業

120-H23

コミュニティ組織―綺交付金の市

`度

を利,用し 被災地域及び市内全域の自治
会に対し コミュニティ活動のよ景を実施する また 集落の高齢化による
コミュニティ機能の喪失対策及び 防災対策の支塁を実施する.

33 1颯 協慟復興支援 12, ―H23
地震災常に関わる広範な市民活動団体を,建 するため 組織の連携や人材育
成の支援を行 う

34 集■支援員設置事業 :21 -128
案落支援員を配置し 集落の■状を点検 把握 しながら 地,が 話 し合う機
会を提l■し 央落,生 の方策を検討する.

85
くりはらツーツズム
アカデ ミー,実

H20-123

■京都近郊首都四等から都会社仕

`や

」。1学校41■を迎女て 1内 の受け入
れ晨家に宿llしていただき 農村生活体験や農ll ttlt験及び交流を深めるこ
とにより 虔業 晨利に対する間心や理解を深めてもらうとともに第2の 故

"「
をつくってもらう
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番
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間
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加
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2痣番意
経済 0滑数1絡

興 市日検 法人災官繁急
対策柿助仝

120  ‖21
liが出I.する法人株式鱚 ■り,めぐりが 災名により経営不能となったため
緊急に文=す る

37
観光施設ソニユーア
ル l・業

‖20-122
浩泉宿llFL設をはじめとした観光施設のリニューアルによる誘客

'jtt Lと

ll`
l.復興の推進を図るために li右観光施設のソニューアルをイテう.

I駒  ■ 1道 等復l」

|`業
l121-1123

■山客をlTび戻すために ・I″

"l誕

の企Ⅲ道と遊歩道を澗査し 設計 ″
「 整備工, 案内安ホ板の修結を行 う.

混入宿lH施設年,建
支援事業

l121  1128
観光を1 に̈した

“

済つイクルを復

'tさ

せるため 民mの 温泉イ1泊り[設等の

'建に,す る融資に対する拘l ttlli l .を行う.

40

'光

復興イベン ト|'
r事 業

21  1123

栗原の虻力をアピールする各種観光イベン トや 復興や営業Ⅲ閉 ソニュー

アル叶力に合わせたま災な興観光キャンペーンや交流,業 等 地域 力と
なったイメージアップ戦略を展開する.

41
田国・I・l光都市始1造■
業

120-1,3

H19年 |・までの■・t産業づくりのための地域資源調査や研究に■づき 地
域資源を活用した交流の盛んな田固観光都市づくりを推進し 地l・‐の活l■化
を図る

42
栞崎 1麗渋 ・1対策=
業

21 -1(23
栞駒山薦は '災 により道行市|1恨年による交通不●があり 更には紅東時期
には渋滞も予想 され これらを17消するため パークアンドライ ド方式の交
通71系の整備を行 う

43 ジヨパーク検.l■業 li22-1:28 被災地域内の一部エ リアをジオパークとして活用 していくことも検討する

/■業 地域産
0)業 の再生 ●

興

44

束「li良地災■夜旧
事業 (□庫補助事
業)

‖20
営農の基催である晨地の復旧を行い ■落の,■ 及び復興を図る.

“

地区の農地災書復旧事業)× 分担
'の

該九

45
票原li農地小災常復
日事業 (小災官)

‖20
営農の基盤である農地の復旧を行い ■落の再生及び復興を図る.
は 災農地15箇rflの復旧工事)× 分

'金

の減免

46
栗原市長地小災害復
日事業

120-,21
農地のな 日費用を助成することにより被災農家の負担を軽減し 営農の基盤
である農

"の

復旧を行い、案′の再生及び復興を図る.
(被災良地]60価所の自力夜旧に対する助成)

47 崚災地営晨支援事業 120- 21
地震被災により 立入規制区域内の常農 (I●作)に 支障をきたしている農家
に対し 水TI首の購入や輸爆調製の委託縄費に助成を行 う

48
固芸施設災官対策苺
業贅補助金

■20-H21

地属により国芸 特用ホ産施設にI大 な被官を受けた農業者に対 し 被告を
受けた同去関係施設の復旧費用の一部を補助する
補助■1/3  補助全 LIF10 000千円  補助全 ド限額100千円

49
園芸種子等購入妻助
成金

‖20-■ 21

地震により被告を受けた国■作物に係る被告類が 平年における晨I締 業収
入額の30/100以上の農業者に対し 再開のための電子等の購入費用の一部
を助成する.
補助■1/2 助成上1賣]000千円 (l■人) 500千 円 (個人〉

畜産施設災吉復旧妻
補助金

120-H21

地震により,害 を受けた 畜産施設 (音舎 t肥 合 飼ド1蒼庫 パ ドック
●地)の 復 日に掛かった費用のうち 共折等の柿填額をえし,い た費用の 一
部を補助する.
補助率1/2 助成 1:限500千円 下限50千円

束原li森林●=業略復
IH.ド業

20-|122

地震により被告を受けた林地内の「業路について 回又は官″県の災害復 日
事業に該当しない茶水・T右者が行つた

“

=業路の復 口工車にIし たi■費の 部
を柿助する
姉助率1/2 助lt上択50万円

52

ll水画漁X施 設災官
復 H事業

,20-H21

地震により内水面漁米施設に彼古があつた方に対し 水|| 

“

化場年の復 日
にかかつた■月か|ユ ●等のit償額を除いた変Hの  部に対し,成 する.
対象 で水

", 

孵化場等 柿助■]/8 助成上●10000千円 下●100千円



２

日

会
２７
討

月
検

料″緩
２
回

成

２栗原市震災復興計画掲載予定事業一覧 (案)

復興:「画の分類
澪

〓 1'業名
業
間

↓
” 市業内容 (案)

21脊逸
経す (2)

生業 地域Ⅲ
共の,■  復
興

53
内水両漁業成魚●耐
入●業

20 21

地震により採卯 ′″イヒに要する成魚に被告があった方に対し 成■等導入に
係る経

`レ

助ヽ成する
‐
l条 :成■ 稚魚 ,世準人経,| 

“

助率1/2 助成上|●500千円 下限50千
11

54

栞●li晨林漁業施設
災雷復 H事業 (晨本
末施設 К根災害彼
日ヽ 業)

地■により彼災したよに掲げ‐.施.‐の復旧に要した経費の一部ll成
によ物失出イ,11″ に町東朱出荷施設 い緑物た燥調製嚇 施設 にその他
li長が認めるもの
禍lU■1/2 171成上限500「円

虔ホ絆X災 ■■ 日幻
策資/1利子オ1,給村助
企

‖20-121
融資機 月から■ り人れ した災告資金のイ舌入利子に対して利 r補給を行 う,
対象|●■薇 ,8000万 円 和子稿給■ 1融資利事の]′2以内で■1●105・.
禾1子柿綸期間

'5年
‖〕

55

平成20年 ■X災 告
対策贅金利子姉絆筍
助●

120-H23

地震によつて被官を受け そのよ害の復 口を図るために必要な復 H資金をlξ
り入Itlした晨業 本業又は4業 を

'む

個人 ●人又は団体に支l●を行 う
借り入れ した復旧資金のt選 にイ|`う狗,子の 部■1成.,イ ,全¬Iの1/2以 内の
薇 上限105%以 内

57
中小企業災害復 日融
資利子捕給11業

120-123

被災した事業所が復 口のために..祗公

"等

から融trを受けた資金の不1■ll給
を行い ●期復 Hを支援する.
●l資機円から災告資金の融資を受けた●業者に月する利子市給 禾1子市結
■ :借入金残高の105%以 内.柿 給如椰卜 借入日から5年間

58 森本育成事業 120-123

メ原の b林1土 地震によりII地の扇崚や 上炒の流出によって 多大なる狡害
が生じ みどり■かな山の景観が大われていると共にホ産業に悪影響を及ぼ
している.
森ホの早

"復

旧を図り 自然最班の回復やオホ茉f■菅者の経営,建 を推進す
る.
進沐  ドメリリ 除 間, ■打ち等の森林施業について 作業種ごとに県て
定めた査定事業■の4/10～7/10を助成

59
栗原市みどり豊かな
森林再生事業

l(21-  23

案原の山本は 地震によりli地の崩壊や土砂の流出によって 多大なる校富
が生じ みどり豊かな山の貝れが失われていると共に本産業に幕影響を及ぼ
している そのため森沐の早如復 日を図り 自然景観の回復や林業経営者の
経営再建を推進する。
国 県の災官復 日事業に該当しない流本や土砂の撤去等に要する経費の補
助
補助‐ 対象経費の1/2 限度額1000千 円/1件

再

掲

くりはらツーツズム
アカデミー事業
【再持i

H20-H23

東京

“

近郊首都閣等から都会在住者や小中学校■■を迎えて 市内の受け人
れ農家に宿泊していただき 撰,生 活本nや 農ll業体験及び交流を豫めるこ
とにより 農来 長llに対する関心や理解を深めてもらうとともに第2の故
郷をつくつてもらう

60
BCP(事 業継続.I
画)策 定促道事業

H20-123

市内 ,小企業の経営力強イとを文振し経営の安定イヒを促進するため 緊急事世
において事業の中段を最l・にとどめ 被害を最小イヒする危機■理力向 卜のた
め BCP O業 継l・言1画(Bu,1●o,,あotinoityPhn))策 定の普及を図る.
BCPの 策定に関する啓発 普及セ ミナーを実施する

6!
深|1牧場掟用料の減
■

l[20 深口,牧場使用料のえ除 家畜運搬■使用料の免除

62
栞F・ll鶯地,再 生事
業

H21-H23

果駒山麓地域の団体等に事業を委κし 農産物等の力,Iに より 付力̈ 値を
つけ jtl域プランドイヒや販路拡大を行 う.
その事業実施のため 層用拡大を図り地区の復奥やlI性化を目指す.
(ふるさと雇用再生事業の活用)

雇用|1会の創
(3)出 失業者^

の対応

再

掲
乗駒口麓地域再生事
業 【再掲 I

:21-l123

栗珈山茂地域の団体等に事業を委託し 農

`物

,の 洵1■により 付力嚇 値を
つけ 地域ブランド化や販お拡大を行う
その事業実施のため 711拡 大を図り地区の復興や活性化を目指す.
(ふるきと雇用I生 事業の活用)
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63
レ災行政無凛

“

合髪
備事業

120-123

防災行政無m(司 ,,系),:設EIt区′ヽの新設とli内 イ放送ができるシステ
ムを構築するとともに 老朽化したアナログ方式の了局をデジタル方式に順
次更新する.ま た 移動系も周波数をデジタル方式 l工に

“

一する
防災行政,(巧,(司工系 移動系)設 備のアナログ方式からデジタフレ方式^の
l11,,新 (1可報系 :一迪地区 tF■l地区 栞駒 花J 高清水 ヽ人地区
移動系 :企地区)

非常|キ迪イ言確保事業 21

口 』部での災常は  般電話の断ilや人 り組んだ地形のため携帯iE話が圏外
となり ■,1できずに情報伝達手段が閉ぎされる可能性が人である 地形等
に杉,を 受けないいイ=確保のため術=携 杵電話を松合支所に配備する

場帯電話の不感地It

解 iヽ●夫
120-123

栗口,地 やヽtlJ地 区の一部で携帯■iこの不●1馳址が存在するので 災=時 の
情報収集確保のため 不感地●を

"r消

する必要がある
湾1,電話 l・業イに対して 不感地域^の 基地局整備などの要望を行 う

ヘ ツポー ト確

'事

業 ‖2:

,在  1]llに は堅急輸送に固 t て́のヘ ツつプター1幡 陛場所 として 13● 所
を指定 しているが 口」門詢

`の
孤 立美蓄となる●Itt l・のある地区内にはない.

被災状況イ1察や■1輌で住民lVV出年が行えるよう ヘ ソコプター趾清7・場所を
F・保する.

67
III災関係団体との災
=支 工ll定締結|■業

‖2] 23
7マ チュア

'ヽ

線団体等と災告時支援隣定を,ふ  また 災害時に迅遠な「携
が取れるように平常lキから計紋を実施する.

68
ブロック塀等除却
上垣設置助成事業

121-H23

地震■4時  主要道路に■するプロック塀 「ll■などの御壊から生命をキ

'るとともに 堅争車両年の通行を確スする必要がある.
国県『1道に接するプロック讐等をオ

"す

る費用を助成
除去したプロック塀の後に 生垣を設置する場合はその費用を助成

0台躍】T傍讐
携

白t防災組織設立育
成事業

i20-123

公助支援が到着するまでの間 共助で減災に,め るよう自主防災紅縦の設立
と意識啓発を・

FF進する.防 災学習センターをlF用した自助研修 い ど う
セミナーの開催 地域防災リーダーの養成研修及び実動型防災静練の実施

70 防災訓篠実施事業 H22-H23

官城県沖地震及び風水常

`に

対する防災体制強化は急務の課題であり その
中でも防災荀1練は彼官の¨減を図るうえで重要な位置づけとなる.
このことから 国 市町,及 びl■災関係機関等との協調体制の更なる強化を
日的として4種 の防災訓揉を実施する。

71
防災対応マニュアル
ll・成事業

U21-128

今回の災常対応を検号1し 地域防災計画の見直しを,う とともに 実際に災
官が発4:した場合に迅速かつ円滑に対応できるよう部門ことに対応マニュア
ルを作成する

,2
災吉時応急生活物資
等確保事業

H20-123
災告]|に必要な食料品や生活必需品のよ綺に万全を期すよう 関係業者など
と災害時夫媛協定の綺結を進め 流通備著方式の充実を図る.ま た 災害8キ
に迅速な連lrtが取れるように平常時から詢1続を実施する.

73
災●ボランティアLI
体登録事業

l,21  :28

ボランティア事前登録制IIを■立して募集を行い体制を整備する.ま た 地
区を越えたボランティアネットワークを構築し 情報交換 研l_tや訓練を行
う

0嚇需
録‐

74 震災記録作成業務 121-123

今回の甚大な震災記録をt●世に伝承 し 被災体験や教罰を活かすために 災
害映像や写真データ 災●:敲 関係資llを組織的に収集 保存し 記録誌
DVDの 作成並びにホームページによ, 市民はもとよ,全 国にア信 しま
す

75

●原
業

柔
事

峰 災の 日|
121-123

今回の甚大な

"災

記録を悽世に伝本し 複災体験や教計を生かすため 6月
14口 をい 災の日J と定め 市民の防災意識の 場ヽを図る.

76 震災資料館整l諄 業 123
褒災の体験や教訓を後世に,え るとともに 戌災の記憶を風イヒきせないた
め 震災の資料の保0と 情1lil.が必要である
l昨 施設を活用し 震災資料館を整

",す

る

再

掲

ジヨパーク検討,■
1■■1

122-123 祉災地域内の一部エツアを
'オ

パークとしてlr∫,していくことも,市 する


